
「世田谷区地域防災計画」の修正方針（案）について 資料１

（１）国は、多様な主体と連携した被災者支援をはじめとする施策の進展等を踏まえ、令和５年５月に「防災基本計画」を修正した。

（２）都は、平成２４年４月に公表した被害想定から約１０年を経たことで、この間の耐震化や不燃化対策の進展、都内人口構造の変化等を踏まえ、
令和４年５月に新たに定性的な被害シナリオを反映した「首都直下地震等による東京の被害想定」を公表した。

（３）都は、令和４年１２月に５つの危機（「風水害」、「地震」、「火山噴火」、「電力・通信等の途絶」、「感染症」）に対し、
２０４０年代までに都が取り組むべき事業をまとめ、「ＴＯＫＹＯ強靭化プロジェクト」を公表した。
また、確実な達成に向け、新たに中間目標を設定し、令和５年１２月に修正した。

（４）都は、新たな被害想定に基づく具体的な減災目標の設定、多様な視点の防災対策等を反映させ、令和５年５月に「東京都地域防災計画（震災編）」を修正した。

１ 修正の背景

（１）新たな被害想定の反映
令和４年５月に公表された「首都直下地震等による東京の被害想定」に基づき、区における想定地震、各被害の想定数値等を更新する。

（２）自助・共助の推進
区民一人ひとりによる「自助」や地域住民による「共助」の推進に向けて、充電スポット整備等の在宅避難者支援の記載、地区住民への意識調査を踏まえた地域特性の反映等を行う。

（３）各種防災関連施策の進捗等を反映
これまで検討を進めている上用賀公園拡張事業等の大規模拡張事業地における防災機能の整備をはじめとする各種防災関連施策の進捗状況を反映する。併せて、避難所運営の見直しについても記載する。

２ 修正方針

４ 検討体制 ５ 今後のスケジュール（予定）

修正方針に基づき、防災関係機関等と調整のうえ、全庁で修正作業に取り組む。

なお、検討部会については、必要に応じて設置する。
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（修正にあたっては、現計画の記載
内容を集約・簡素化する等により、
誰もがわかりやすい表現や構成の
計画となるよう見直しを図る。）
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３ 修正の重点検討項目

世田谷区地域行政推進計画をはじめとする各種計画に掲げる防災に関する取組みや、この間の災害対策の課題、今般の能登半島地震等を踏まえ、次の項目を修正の重点検討項目とする。

■在宅避難の推進
○在宅避難の一層の啓発（自助意識の醸成） ○各家庭における備蓄率の向上

■避難行動要支援者対策
○個別避難計画の作成 ○福祉の専門職との連携促進

■物資供給体制の整備
○物資配送計画の策定 ○在宅避難者への物資提供プランの作成

■災害時医療救護
○うめとぴあ（保健医療福祉総合プラザ）における災害医療対応の体制強化
○医療救護本部の開設・運用マニュアルの策定及び指揮・判断等の運用オペレーションの確立

■共助の推進
○避難所運営委員会等への支援 ○地区防災計画に基づく支援の強化
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